
 
細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早期に求める意見書 

 
 
細菌性髄膜炎は、国内で年間１０００人もの乳幼児がかかる病気で、その約半数は生

後六ケ月から１歳までの子であり、死亡率５％、後遺症の残る率は２０％といわれてい

る。初期は発熱以外に特別な症状がみられないため、診断もむずかしく、重篤な状態と

なって初めてわかる病気であるが、予防接種によって高い予防効果が認められている。 
この病気の原因とされるインフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）と肺炎球菌には、すでにワク

チンができ、世界保健機構（ＷＨＯ）は１９９８年に世界中の国々に対して、乳幼児へ

のヒブワクチン無料接種を推奨している。 
肺炎球菌についても七価ワクチンが世界７７カ国で承認され、このワクチンを定期接

種化した国々では、「細菌性髄膜炎は過去の病」となっており、アメリカでは発症率が

約１００分の１に激減したといわれている。 
日本では、ヒブワクチンは２００８年１２月にようやく接種できるようになったが、

まだ任意接種のため、４回の接種で約３万円もかかり、子育て世代には大きな負担とな

っているのが実状である。 
ヒブワクチンと七価ワクチンの公費による定期接種化が実現すれば、恐ろしい細菌性

髄膜炎から子どもたちを守ることができ、子育て世代の切実な要求でもある。現在、全

国的にも助成自治体が広がりつつあるが、ぜひ、国として、一日も早く肺炎球菌ワクチ

ンの承認と両ワクチンの公費による定期接種化を実現すべきである。 
よって、国におかれては、速やかにヒブワクチンの定期接種化及び乳幼児が接種でき

る肺炎球菌（七価ワクチン）の早期承認と公費による定期接種化を実現するよう要請す

る。 
 
  以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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